
看護職員の需給に関する国の動向 

 

 ○看護職員需給見通しに関する検討会 

【第１回】平成２６年１２月１日 

➢都道府県が策定する地域医療構想を盛り込む平成３０年からの医療計画との整合性の観点から、平成３０年からの需給見通しを策定

する。 

➢次期需給見通しは平成２８年及び２９年の２か年とし、医療機関等への調査は行わず、簡易な方法により策定する。 

【第２回】平成２７年１２月１８日 

➢地域医療構想の策定による病床の機能分化・連携に対応していくためには、看護職員のみならず、医師やリハビリ関係職種を含めた

医療従事者の需給について、見直しを検討することが必要となった。 

➢医師及び看護職員等の医療従事者の需給を見通し、医療従事者の確保対策等について検討するため、「医療従事者の需給に関す

る検討会」を設置する。 

➢看護職員の需給見通しについては、「医療従事者の需給に関する検討会」の「看護職員需給分科会」において、地域医療構想にお

ける２０２５年の医療需要等を踏まえて検討する。 

➢これに伴い、平成２８年及び２９年の２か年の看護職員需給見通しは策定せず、「看護職員需給見通しに関する検討会」は、「看護職

員需給分科会」へ引き継いで終了する。 

 

 ○医療従事者の需給に関する検討会 

【第１回】平成２７年１２月１０日  ～  【第５回】平成２９年１２月１８日 

 

  ◇医師需給分科会 

    【第１回】平成２７年１２月１０日  ～  【第１７回】平成２９年１２月１８日 

     ➢ 医師需給分科会中間とりまとめ（平成２８年６月３日） 

     ➢ 医師需給分科会第二次中間取りまとめ（平成２９年１２月２１日） 

  

参考資料 １ 



◇看護職員需給分科会 

    【第１回】平成２８年３月２８日 

     ➢看護職員需給分科会（需給推計）は平成２８年１２月までに取りまとめる。 

    【第２回】平成２８年６月１０日 

     ➢看護職員の需給推計方法（案）について議論 
 

   ◆「看護職員需給推計の今後の進め方等について」（平成２８年１０月５日付事務連絡） 

➢新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会による、望ましい医療従事者の働き方等の在り方を踏まえ

た看護職員需給推計を行うため、看護職員需給分科会は平成２９年度に取りまとめる。 
 

   ◆「看護職員需給分科会の今後の進め方について」（平成２９年６月１９日付事務連絡） 

➢医師は時間外労働が多く、労働時間短縮策等の検討や時間外労働規制等を検討するため、「働き方改革実行計画を踏まえた検

討の場」を別途設けて検討し、平成３０年１月を目途に中間整理を行った上で、医師の需給推計を行うこととした。 

➢そのため、「医療従事者の需給推計に関する検討会」における医師、看護職員、ＰＴ・ＯＴの職種毎の需給推計を行うためには、基

礎データや考え方など整合性を図り需給推計を行うことが必要であり、看護職員の需給推計も、医師の需給推計に合わせて平成３

０年１月頃に再開し、平成３０年度第１四半期を目途に暫定的な全国推計を取りまとめ、全国推計と同様の手法により都道府県にお

ける看護職員の需給推計を行い、最終的な全国版の需給推計を取りまとめる（平成３０年度第３四半期）予定である。 

 

 ○新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会 

  【第１回】平成２８年１０月３日  ～  【第１５回】平成２９年４月６日 

   ➢ 医師・看護師等の働き方ビジョン検討会報告書（平成２９年４月６日） 

 

 ○医師の働き方改革に関する検討会 

  【第１回】平成２９年８月２日  ～ 【第７回】平成３０年２月１６日 

   ➢ 医師の働き方改革に関する検討会 中間的な論点整理（平成３０年２月２７日） 

➢ 医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組（平成３０年２月２７日） 


